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❸ 当番弁護士受付件数・受任件数及び刑事被疑者弁護援助件数の推移
　当番弁護士の受付件数は、被疑者国選弁護制度が導入された 2006 年をピークに減少傾向となっていた
が、2012 年から再び増加に転じた。2009 年に被疑者国選弁護制度の対象事件が拡大された後も、なお年
間４万から５万件近くの受付件数があり、依然として当番弁護士制度固有の意義があることが裏付けられ
る。
　刑事被疑者弁護援助件数は、資力の乏しい刑事事件の被疑者が、刑事被疑者弁護援助制度を利用して、
起訴前の弁護費用の援助を受けた件数である。2018 年 6 月 1 日、被疑者国選弁護制度の対象事件が勾留
全件に拡大されたことから件数が大幅に減少し、2018 年では、6,446 件であった。
　刑事被疑者弁護援助制度は、日弁連の要請により、1990 年から財団法人法律扶助協会が運営していた
制度で（現在は法テラスに業務を委託）、具体的には、受任した事件（私選）のうち、被疑者が弁護費用
を支払うことが困難な事件に対して弁護費用を援助するものである。この事業は常に財政が逼迫していた
ため、日弁連が 1995 年から当番弁護士等緊急財政基金を創設して援助を実施してきた。なお、2009 年６
月からは、同基金を少年・刑事財政基金が引き継いでいる。

【注】1．当番弁護士受付件数及び当番弁護士受任件数は、暦年（各年の１月１日～12月31日）を基準。
　　 2．�刑事被疑者弁護援助件数について、2007年は、2007年４月～９月の日弁連における援助実績件数（2008年３

月31日時点調べ）と同年10月～翌年３月の日本司法支援センターにおける終結件数の合計数。2008年以降は、
日本司法支援センターにおける終結件数。2006年以前は、財団法人法律扶助協会の実績件数である。

51,370

63,106

67,711 67,826

63,396 64,708

51,462

38,074 37,952

43,674
45,803

25,382

10,900
12,237 12,524 12,438

13,808 14,250 13,050
14,901

18,179 20,310

12,455

52,980

24,363

12,613

46,411

21,297

6,4466,764
8,290 8,480 7,556

11,457

6,956
5,318 6,565

8,503
10,059

48,210

21,554

11,182

50,705

22,858

11,716

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

（件）

（年）

当番弁護士受付件数
当番弁護士受任件数
刑事被疑者弁護援助件数

資料2-1-1-5 当番弁護士受付・受任件数と刑事被疑者弁護援助件数の推移


